
1 

             主         文 

 １ 被告は，原告に対し，１９５９万８５７７円及びこれに対する平成２３年３

月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 原告のその余の請求を棄却する。 

 ３ 訴訟費用は，これを２０分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負

担とする。 

 ４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

             事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   被告は，原告に対し，３億８６４７万８０００円及びこれに対する平成２３

年３月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 

本件は，原告が，平成２３年３月１１日の東日本大震災に伴う東京電力福島

第一原子力発電所（以下「福島第一原発」という。）の原発事故により，訴外

Ａ株式会社（以下「Ａ」という。）の避難指示区域内に存する工場の操業が停

止し，Ａが製品を製造，販売できなくなったところ，これにより，Ａとの間で

独占販売契約を締結し，Ａの製品を購入して，これを他社に転売するという業

態で事業を行ってきた原告が，上記原発事故により，少なくとも平成２８年１

１月３０日までの逸失利益３億５１４７万８０００円及び弁護士費用３５００

万円の合計３億８６４７万８０００円の損害を被ったなどと主張し，原子力損

害の賠償に関する法律（以下「原賠法」という。）３条１項本文に基づき，被

告に対し，上記損害金の賠償及びこれに対する上記原発事故の日である平成２

３年３月１１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める事案である。 

   これに対し，被告は，原告主張の損害と上記原発事故との間には相当因果関
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係がないから，被告は損害賠償責任を負わないなどと主張している。 

２ 前提事実（当事者間に争いがないか，後記各書証及び弁論の全趣旨により容

易に認定できる事実。なお，書証番号は，特記のない限り，枝番号を含む〔以

下同じ。〕。） 

(1) Ａは，昭和２１年に設立された，高純度化学薬品の製造販売等を目的とす

る株式会社であり，資本金の額は，１億５１５０万円である。 

原告は，昭和４５年に設立された，試薬，高純度特殊薬品の販売等を目的

とする株式会社であり，資本金の額は，１０８０万円である。 

  被告は，電気事業等を目的とする株式会社であり，福島第一原発の発電用

原子炉を設置する原子力事業者である。（甲１，３） 

(2) Ａは，高純度化学薬品（リチウム電池用薬品，コンデンサ〔キャパシター

ともいう。以下同じ。〕用薬品，試薬及び原子力産業用薬品等）を生産し，

部品メーカー等に販売する薬品メーカーである。部品メーカーは，薬品メー

カー等から購入した高純度化学薬品等を用いてリチウム電池やコンデンサ等

を生産し，これを自動車や電子機器等の応用製品を生産する応用製品メーカ

ー等に販売する。この薬品メーカー，部品メーカー，応用製品メーカー等に

よる製品とその生産の流れは，「サプライチェーン」と呼ばれる。 

また，Ａの製品のうち，リチウム電池用薬品やコンデンサ用薬品等は，部

品メーカーとの間で事前に合意した厳密な規格に基づき生産されており，そ

の規格については，Ａと部品メーカー等との間で秘密保持契約を締結するこ

ともある。これらの製品は，「留め型製品」と呼ばれる。 

  原告は，Ａ等から製品を購入し，同製品を，部品メーカーや取次商社に対

して販売（転売）することを業としていた。Ａから原告を介して部品メーカ

ーに販売される留め型製品について，秘密保持契約が締結される場合には，

原告も同契約の当事者となった。（甲４４，４５） 

(3) 原告は，平成５年２月２３日，Ａとの間で，Ａが，原告に対し，Ａの製品
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の関西地区（名古屋以西を指し，中国・四国・九州地方を含む。以下同じ。）

における独占販売権を付与すること，原告が，Ａの製品と同種の製品を，Ａ

以外の者から調達し，販売しない義務を負うこと等を確認した。（甲７） 

(4) 平成２３年３月１１日，東北地方太平洋沖地震が発生し，同日，同地震に

伴う津波等によって原子炉の冷却機能を喪失したことにより，福島第一原発

の原子炉から大量の放射線物質が大気中に放出される事故（以下「本件原発

事故」という。）が発生した。本件原発事故は，原賠法２条１項の原子炉の

運転等の際に生じた事故である。 

政府は，同日，本件原発事故の発生を受け，福島第一原発１号機の半径３

ｋｍ圏内の住民に避難命令を発したため，Ａは，同日以降，避難命令区域内

のＢ工場の操業を停止せざるを得なくなった。（甲１１，３３） 

(5) 原告は，平成２３年６月，Ａとの間で，原告とＡとの独占販売契約を，同

月末日をもって解約する旨合意した（以下「本件合意解約」という。）。（甲

１４） 

 (6) Ａは，平成２４年４月２３日，Ｂ工場に代わるＣ工場の操業を開始した。 

(7) 原賠法１８条１項に基づき設置された原子力損害賠償紛争審査会は，平成

２３年８月５日，同条２項２号の指針として，「東京電力株式会社福島第一，

第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」

（以下「中間指針」という。）を定めた。中間指針には，次のア，イのよう

な定めがある。 

ア 営業損害 

従来，対象区域（避難区域，屋内退避区域，計画的避難区域等。以下同

じ。）内で事業の全部又は一部を営んでいた者又は現に営んでいる者にお

いて，避難指示等に伴い，営業が不能になる又は取引が減少する等，その

事業に支障が生じた場合，現実の減収分及び必要かつ合理的な範囲の追加

的費用が賠償すべき損害と認められる。 
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上記減収分は，原則として，本件原発事故がなければ得られたであろう

収益と実際に得られた収益との差額から，本件原発事故がなければ負担し

ていたであろう費用と実際に負担した費用との差額（本件原発事故により

負担を免れた費用）を控除した額とする。 

   イ 間接被害 

(ｱ) 「間接被害」とは，本件原発事故により上記アなどで賠償の対象と認

められる損害（以下「第一次被害」という。）が生じたことにより，第

一次被害を受けた者（以下「第一次被害者」という。）と一定の経済的

関係にあった第三者に生じた被害を指す。間接被害を受けた者（以下「間

接被害者」という。）の事業等の性格上，第一次被害者との取引に代替

性がない場合には，間接被害は，本件原発事故と相当因果関係のある損

害と認められる。相当因果関係のある間接被害の具体例としては，次の

ようなものがある。 

ａ 事業の性質上，販売先又は調達先が地域的に限られている事業者の

被害であって，販売先又は調達先である第一次被害者の避難，事業休

止等に伴って必然的に生じたもの。 

ｂ 原材料やサービスの性質上，その調達先が限られている事業者の被

害であって，調達先である第一次被害者の避難，事業休止等に伴って

必然的に生じたもの。 

(ｲ) 中間指針は，上記(ｱ)ｂの類型について，事業者には，一般に，取引

におけるリスクを分散する仕組みをあらかじめ講じておくことが期待さ

れるため，「原材料やサービスの性質上，その調達先が限られている」

場合とは，そのような事前のリスク分散が不可能又は著しく困難な場合，

例えば，ある製品に不可欠な原材料が特殊な製法等を用いて第一次被害

者で生産されているため，同種の原材料を他の事業者から調達すること

が不可能又は著しく困難な場合などが考えられる。この場合でも，一定
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の時間が経過すれば，材料，サービスの変更をするなどして，被害の回

復を図ることが可能であると考えられるため，賠償対象となるべき期間

には限度があるとする。 

３ 争点及び争点に関する当事者の主張 

 (1) 相当因果関係の有無 

  （原告の主張） 

   ア 第一次被害者 

原告の前身である個人企業は，昭和２６年にＡの製品の関西地区におけ

る独占販売を目的として設立された企業であり，それ以来，昭和４５年に

法人化した後も，現在まで，関西地区でＡ製品の独占販売業務を続けてき

た。このような設立の経緯及び独占販売の実態等に照らすと，原告はＡの

関西地区の販売部門であり，原告とＡは，実質的には１つの企業体にほか

ならない。したがって，原告は，実質的には，本件原発事故により，直接，

原子力損害を被った者（第一次被害者）であり，本件原発事故と原告の被

った損害との間には，当然に相当因果関係がある。 

また，被告は，本件原発事故により，原告とＡとの独占販売契約を長期

にわたり履行不能とした。この行為は，積極的債権侵害であって，この点

からみても，原告は，第一次被害者と同様に理解される。 

イ 間接被害者 

 (ｱ) 判断の枠組み 

      仮に，原告が，本件原発事故により直接原子力損害を被った者とはい

えないとしても，原告は，ＡのＢ工場の操業不能によりＡとの間の独占

販売契約による業務ができなくなるとの損害を被った，間接被害者であ

る。第一次被害者であるＡと間接被害者である原告との間の取引に代替

性がないのであれば，本件原発事故と原告が被った損害との間には相当

因果関係が認められるというべきである。 



6 

・民集２２巻１２号２６１４頁（以下「最高裁昭和４３年判決」という。）

が挙げた経済的一体性の要素は，交通事故による人身傷害事案において，

会社幹部被害者と会社との企業内部関係を表現するために案出されたも

のであり，本件のような独占販売契約の取引関係に適用することは合理

性を欠く。被告の主張に沿う他の裁判例も，本件に適切でない。 

また，被告が，原発の安全性に関し，原発事故はあり得ないと虚偽の

言動を行って，国民や原告を誤信させていたことなどからは，原告が事

前に原発被害を予測して保険などのリスク回避的行動をとることは，不

可能であった。 

 (ｲ) 取引の代替性の有無 

      留め型製品であるというＡの製品の性質，原告とＡとの長年の独占販

売関係，業界における薬品メーカーと商社等とのつながりという系列の

存在等を考慮すると，原告とＡとの間の取引には代替性がないから，本

件原発事故と原告の被った損害との間には相当因果関係がある。 

    (ｳ) 原告又はＡの行為の介在 

      原告又はＡの行為の介在により相当因果関係が否定されるとの主張は

争う。 

      特に，本件合意解約について，本件原発事故により，遅くとも平成２

３年３月末時点で原告の顧客の大部分が他の薬品メーカー等と取引を開

始して新たなサプライチェーンを構築し，その後にＡが新たな工場を操

業しても，Ａの競合他社に対する優位性は失われており，原告の顧客と

の間で，後日取引を再開する目処は全く立たない状況であった。したが

って，同月末頃には，原告がＡとの間で締結した独占販売契約に基づく

業務を維持することは，事実上不可能となっていた。 

      Ａは，原告の顧客と直接に協議して前記の新たなサプライチェーンを
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構築し，原告には協議の結果すら伝えないことがほとんどであったから，

原告において将来の見通しを持つことが，極めて困難であった。Ａは，

原告に対し，新工場の建設計画等の情報を，一切提供しなかった。 

      以上により，原告とＡが締結していた独占販売契約は，Ａの履行不能

により完全に形骸化していた。 

      しかも，Ａは，原告に対し，売掛金を約定どおり支払うよう請求した。

従前であれば，原告の顧客に対する売掛金債権を回収して容易に返済で

きる額であったが，原告は，本件原発事故によりＢ工場が操業を停止し

たため今後の売上げを見込めなくなり，Ａに対する支払に窮し，Ａに差

し入れていた保証金と相殺せざるを得なくなった。 

      原告は，以上の状況に直面し，本件合意解約を余儀なくされた。 

      本件原発事故による原告の損害は，独占販売契約に基づく業務の維持

が困難になったことであり，これは，遅くとも，前記新たなサプライチ

ェーンが構築された平成２３年３月末頃までには，確定的に発生した。

本件合意解約が損害を拡大させたのではない。 

  （被告の主張） 

   ア 第一次被害者 

否認し争う。 

原告は，Ａとは形式的にも実質的にも別個の法人であり，直接原子力損

害を被った者に当たらない。 

   イ 間接被害者 

否認し争う。 

(ｱ) 判断の枠組み 

本件における相当因果関係の有無は，第一次被害者と間接被害者との

間の取引に代替性があるか否かという判断基準ではなく，最高裁昭和４

３年判決等の法理により，判断されるべきである。すなわち，最高裁昭
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和４３年判決等は，間接損害の賠償一般につき，賠償を広く認めると，

損害賠償の範囲が無限に広がってしまい，加害者の予測を超えた著しく

酷な結果となることを考慮し，第一次被害者と間接被害者の経済的一体

性やリスク軽減措置の有無を基準として，極めて限定的に解した判決で

あるところ，その法理は，本件にも妥当する。 

    (ｲ) 経済的一体性及びリスク軽減措置の有無 

      そこで，本件に最高裁昭和４３年判決等をあてはめると，原告とＡは，

別個の法人として，それぞれの代表者や意思決定機関が別個独立に事業

を行っており，親子関係や連結決算等の事情もなく，経営成績が完全に

同一歩調で推移しているといった事情もない上，Ａが，本件原発事故後，

原告を意図的に排除したとみられること，本件合意解約の存在等も考慮

すると，両者に経済的一体性がないことは，明らかである。また，原告

は，損害保険契約を締結する等，Ａが不時の災害を受けても原告の事業

に支障が生じないようにするためのリスク分散措置をとっていなかっ

た。これらの事情を考慮すると，本件原発事故と原告主張の損害との間

の相当因果関係は，認められない。 

    (ｳ) 取引の代替性の有無 

仮に，第一次被害者と間接被害者との間の取引に代替性がなければ間

接損害の賠償が認められるとしても，次のａ～ｃのとおり，原告とＡと

の間の取引には代替性がある。 

     ａ Ａの製品は留め型製品であるが，原告は，Ｂ工場が操業を停止して

も，ＡがＤ工場で代替生産したり，原告又はＡが同種製品を仕入れた

りすることにより，従前の取引を維持することができた。Ａは，本件

原発事故後，現にこうした対応をとっている。Ａが製品を供給できな

いのであれば，原告がＡのみから製品を仕入れるという独占販売契約

は，無効であるから，原告は，他の業者から製品を仕入れることがで
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きたはずである。 

     ｂ 原告がＡと独占販売契約を締結したことは，リスクを分散させない

という原告の経営判断である。原告は，自らの経営判断に伴うリスク

によって生じた損害を甘受すべきである。 

     ｃ 原告の主張する業界における系列は，どの業界にも存在し，取引の

代替性を否定する要素にならない。 

    (ｴ) 原告又はＡの行為の介在による相当因果関係の否定 

      原告が主張する損害は，次のａ～ｃの原告又はＡの行為により発生し

たのであり，本件原発事故と原告主張の損害との間の相当因果関係は，

認められない。 

     ａ 原告自身，自らの経営判断として，本件合意解約をした。 

     ｂ Ａが，Ａ以外のメーカーの製品を，原告を通さず，直接に原告の納

入先に納入したという，独占販売契約上の債務不履行行為が介在して

いる。 

     ｃ 原告は，上記ｂのようなＡの違法行為を認識しながら，その経営判

断により，これを黙認した。 

  (2) 相当因果関係の範囲 

  （原告の主張） 

ア 主位的主張 

     原告は，本件原発事故がなければ，少なくとも平成２８年１１月３０日

まで，約５年９か月間，本件原発事故以前と同様の収入が得られた蓋然性

が高い。したがって，同日までの間に得られるはずであった利益（逸失利

益）全額について，相当因果関係が認められる。 

     前記(1)（原告の主張）イ(ｳ)のとおり，この損害は，平成２３年３月末

までに確定的に発生しており，本件合意解約は，損害を拡大させていない。 

     原告は，Ａの製品を顧客に販売し，あるいは新たな顧客を獲得する営業
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活動を行うことのみを業務とする会社であり，Ａの製品の供給を受けるこ

とが不可能となって廃業した以上，原告が新たに転業することは観念でき

ないから，相当因果関係の範囲を，転業できるときまでの逸失利益とする

のは，相当でない。 

    イ 予備的主張 

     仮に，本件合意解約によって，原告の損害が拡大したとしても，本件原

発事故により原告に通常生じると想定される損害，すなわち本件合意解約

がなかったとしても原告に生じたと考えられる損害と本件原発事故との間

には，相当因果関係が認められる。 

原告は，本件原発事故により，①Ｂ工場の操業停止に伴う販売機会の喪

失（以下「損害①」という。）及び②部品メーカーがサプライチェーンを

維持するために，薬品メーカーをＡから別の薬品メーカーに変更したこと

による販売機会の喪失（以下「損害②」という。）の各損害を被った。 

損害①については，本件合意解約がなければ，Ｃ工場において生産能力

を一応回復すれば，原告の販売機会の喪失も一応回復したといいうるから，

平成２３年３月１１日からＢ工場に代わるＣ工場が従前の生産能力を一応

回復した時期（平成２４年４月３０日）まで損害が発生する。 

損害②については，Ａが従前の生産能力を回復したとしても，一旦他の

薬品メーカーと新たなサプライチェーンを構築した従前の取引先が，原告

との取引を直ちに再開するとは考えられないことから，少なくとも平成２

４年５月１日から平成２８年１１月３０日までの間（５５か月間），損害

が発生する。そして，損害②は，Ａのシェア低下と売上げ喪失に連動する

ところ，Ａの平成２２年１１月期の売上高と平成２５年１１月期の売上高

を比較すると，売上高の減少率は５７％に達しており，原告にも同様の割

合で減収が生じたと考えられる上，粗利も売上高に比例して減少したもの

と考えられる。 
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   ウ 損害軽減等義務について 

     争う。 

     被告は，原発事故はあり得ないとして原子力発電所の運転をしてきたの

であり，一定の確率で生じる交通事故とは異なり，危険回避を求め得る立

場にないから，本件の原告は，信義則上，損害軽減義務ないし損害拡大防

止義務（以下「損害軽減等義務」という。）を負わない。 

     最高裁平成１９年(受)第１０２号同２１年１月１９日第二小法廷判決・

民集６３巻１号９７頁は，対等当事者の契約法理には妥当しても，経済的

不法行為には妥当しない。 

     本件合意解約については前記(1)（原告の主張）イ(ｳ)のとおりであるし，

原告が新たな事業を行うことは，困難である。 

  （被告の主張） 

    主位的主張及び予備的主張のいずれも否認し争う。 

仮に，本件原発事故と原告の被った損害との間に相当因果関係が認められ

るとしても，これが認められる期間は，本件原発事故後長くても数ヶ月間に

限られる。 

すなわち，原告は，信義則上，損害軽減等義務を負うところ，次のア～ウ

の事情を考慮すると，原告が，損害を回避又は減少させる措置を執ることが

できなかった時期は，本件原発事故後長くても数ヶ月間である。 

   ア 原告は，本件原発事故後，自らの経営判断に基づき本件合意解約をした。

しかし，Ａの製品の仕様全てが競合メーカーに開示されたわけではなく，

一旦商流が変更されても，Ａが生産能力を回復すれば，バージョンアップ

等の機会に，原告にはＡの製品に関し取引再開や取引拡大の可能性があっ

たこと，原告がＡに差し入れた５０００万円の保証金のうち３６００万円

は売掛金と相殺されずに原告に返還されたこと等からは，原告が本件合意

解約をしなければ，原告主張の損害の拡大は防止できた蓋然性が高い。 
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   イ Ａは，原告に対し，関西地区における独占販売権を与えていたにもかか

わらず，本件原発事故後，原告の取引先に対し，他の薬品メーカーの製品

を，原告を介さずに販売し，原告の独占販売権を侵害した。これにつき，

原告は，Ａに厳重に抗議するどころか，これを許容し，損害の拡大を招い

た。 

   ウ 原告は，平成２３年１２月以降，事業を放棄して休眠状態となり，損害

の拡大を招いた。  

  (3) 損害額の算定 

  （原告の主張） 

   ア 逸失利益 

     逸失利益は，得られるはずであった売上高から支出を免れた変動費を控

除して算定される。 

仕入業者である原告の変動費は売上原価（仕入高）のみであるから，原

告の被った逸失利益は，売上高から仕入高を控除した粗利益である。 

(ｱ) 主位的主張 

逸失利益は，次のａ及びｂの合計３億５１４７万８０００円である。 

ａ 平成２３年３月１１日から同年１１月３０日まで 

原告の平成２３年１１月期（「期」は，前年の１２月１日から当年

の１１月３０日までの期間を指す。以下同じ。）の粗利益（２２６８

万８０００円）と，過去３年間（平成２０年～平成２２年の各１１月

期）の平均粗利益（年額６２３６万１０００円）の差額合計３９６７

万３０００円 

６２３６万１０００円－２２６８万８０００円＝３９６７万３０００円 

ｂ 平成２３年１２月１日から平成２８年１１月３０日まで 

       過去３年間（平成２０年～平成２２年の各１１月期）の平均粗利益

（年額６２３６万１０００円）の５年分 
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６２３６万１０００円×５年＝合計３億１１８０万５０００円 

(ｲ) 予備的主張 

逸失利益は，次のａ及びｂの合計２億２８５７万５０００円である。 

     ａ 損害①の額 

平成２３年３月１１日から同年１１月３０日までの間に被った３９

６７万３０００円と，同年１２月１日から平成２４年４月３０日まで

の間に被った２５９８万４０００円（≒年額６２３６万１０００円×

５／１２）の合計６５６５万７０００円 

ｂ 損害②の額 

１億６２９１万８０００円（≒年額６２３６万１０００円×０．５

７×５５／１２） 

   イ 弁護士費用 

     ３５００万円 

  （被告の主張） 

    主位的主張及び予備的主張のいずれも否認し争う。 

     損害の算定にあたっては，売上高から変動費を控除すべきであり，この変

動費は，売上げ減少に伴い自動的に削減されるべきもののほか，削減の必要

があるか，削減が想定される費用も含むというべきである。 

原告の平成２３年１１月期における役員及び従業員給与の支払額，退職金，

減価償却費，地代家賃及びリース料のみが固定費であり，売上原価，役員及

び従業員給与の差額分，退職共済掛金，福利厚生費，旅費交通費，通信費，

交際費，保険料，水道光熱費，消耗品費，租税公課，支払手数料，会費会議

費及び雑費は，いずれも変動費である。保険料については，原告役員を被保

険者とする生命保険契約を解約し，その返戻金を取引先への支払に充当した

のであれば，固定費としてよい。 

原告は，平成２１年１１月期及び平成２２年１１月期に相当額の営業損失
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を計上したから，通常に営業したとしても，粗利益相当額が原告の手元に残

るとは，到底考えられない。 

 (4) 過失相殺の可否 

  （被告の主張） 

仮に，本件原発事故と原告の被った損害との間に相当因果関係があるとし

ても，原告の損害軽減等義務違反の事情等を斟酌して，過失相殺されるべき

である。 

  （原告の主張） 

    否認し争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

証拠（甲４４，４５のほか後記各書証，証人Ｅ，原告代表者Ｆ。ただし，後

記認定に反する部分を除く。）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認めら

れる。 

(1) 原告の設立経緯等 

Ａは，昭和２１年，Ｇが東京で設立した，高純度化学薬品等の生産販売を

目的とする株式会社である。 

 Ｈ商会（個人企業）は，昭和２６年，Ａの当時の代表取締役であったＧが，

化学薬品を扱う会社で取締役を務めていたＩ（Ｅの義父）に対し，Ａの製品

の関西地区における営業，販売を依頼したことをきっかけとして，Ｉが，同

年６月，Ａの製品を関西地区において独占的に販売することを目的として設

立した商会である。その後，Ｉは，昭和４５年４月１日，Ｈ商会を法人化し

て原告を設立し，自ら代表取締役に就任した。原告の設立後も，Ａの製品を

関西地区において独占的に取り扱うという業務実態に変化はなかった。（甲

１，３，６，３４） 

  (2) 平成５年２月２３日における覚書の作成 
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Ｉは，平成４年，原告の代表取締役を退任し，Ｅが代表取締役に就任した。

このとき，原告が，Ｉに支払った役員退職金６９００万円を損金計上したた

め，原告の同年１１月期の決算が赤字となり，債務超過となった。Ａは，こ

れを非常に問題視し，原告に対し，経営の合理化と黒字転換を要求した。原

告は，Ａと協議を重ね，平成５年２月２３日，両者の関係を明確化するとと

もに，原告が財務状況の改善を約する趣旨で，覚書（甲７，以下「本件覚書」

という。）を作成した。その内容の要旨は，下記のとおりである。そして，

原告は，Ａに対し，本件覚書５条２項に基づき，売掛金債務の担保として，

保証金５０００万円を差し入れた。 

記 

   １条 Ａは，原告に対し，Ａの製品の関西地区における独占販売権を従前ど

おり付与し，原告は，Ａの製品と同種の製品を，Ａ以外のメーカーから仕

入れて販売しない。 

   ２条 Ａ及び原告は，Ａの製品の販売拡大のため，相互に協力し，常に一体

感の精神で支援し合う。また，Ａの製造する特殊薬品の販売を業務とする

原告は，将来に向けて原告自身に所属するセールスエンジニア及びスタッ

フの充実に努力する。 

   ４条 原告は，取得利益をもって社内留保の強化に努め，資金力の増加によ

ってＡに資金依存する体質から脱却するよう努力する。 

     金利負担の平等の見地から，代価が回収できてからＡに決済するという，

資金運用体質の改善によって，Ａの複雑な財務管理を簡素化できるよう協

力する（具体的には，本件覚書上，Ｊ〔Ｋ株式会社（以下「Ｋ」という。）〕

につき，納品２０日締切り，翌月２０日現金回収後，直ちにＡの口座に現

金で振り込むこと，Ｌ株式会社（以下「Ｌ」という。）につき，納品２０

日締切り，翌月１５日現金回収後，直ちにＡの口座に現金で振り込むこと

とされ，その他，原告からの納入先が振り出した約束手形に原告が裏書し
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てＡに譲渡する納入先や，原告がＡに対して毎月の締め日から約半年後を

支払期日として仕入代金相当額の約束手形を振り出すとされた納入先もあ

る。）。 

     原告は，企業体の健全化に経営方針を傾斜させ，節税に主眼を置く方針

から転換するよう励むものとする。 

   ５条 原告は，黒字転換するまでの特別措置として，次の措置を実施する。 

    １項 Ａの原告に対する売掛金債権を担保するために，原告代表者の個人

所有の土地及び建物に対し，限度額５０００万円の担保権を設定する。 

    ２項 原告は，Ａに対し，同社に対する売掛金債務の担保として，保証金

５０００万円を差し入れる。この担保は，原告の黒字転換後も継続する。

なお，この保証金について生じた利息は，原告に帰属する。 

 ４項 原告は，平成５年度の給与総額につき，従業員のベアによる増加を

除き，３２４０万円以下とするよう努力する。 

 ５項 原告は，Ａに対し，年１回の決算書のほか，中間決算書を提供する。 

６条 Ａ及び原告は，原告がＡの製品販売から得られる利益で成り立ってお

り，原告のＡに対する依存度は極めて高く，Ａと原告を一体のものと認識

する。また，それゆえ，Ａ及び原告の取締役の年収，月報酬及び役員報酬

の合計金額は，整合性を保つ必要があり，整合性の喪失は，一体感の喪失

につながるものと認識する。（甲７） 

(3) 原告とＡとの間の役員，株式の関係等 

    原告の設立以来，Ａの代表取締役は原告の取締役を兼任することが慣例と

なっており，歴代のＡの代表取締役であるＧ及びＭは，本件原発事故以前，

原告の取締役に就任していた。もっとも，原告の本件原発事故当時の取締役

は，Ｅ，Ｆ（Ｅの子），Ｎ（Ｅの妻），Ｐ（Ｆの妻），Ｍの５名であり，そ

のうち実際に原告の業務を行っていたのは，Ｅ及びＦのみであった。 

    また，Ａは，本件原発事故当時，原告の発行済株式の約６．７％にあたる
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１４４０株を，原告は，本件原発事故当時，Ａの発行済株式のうち３万株以

上を，それぞれ保有していた。（甲１，３，３３，４６） 

(4) Ａ及び原告の本件原発事故当時の業務内容 

   ア Ａは，世界でも有数の高純度化学薬品メーカーであり，高い技術力を有

し，国内での競業他社が限られる。Ａは，本件原発事故当時，生産設備並

びに薬品の検査及び解析設備として，福島県にＢ工場を，埼玉県にＤ工場

を，それぞれ有していた。本件原発事故当時，主たる生産拠点はＢ工場で

あり，Ｄ工場には原子力，触媒，半導体分野の生産設備の一部と研究開発

部門が置かれていた。（甲４，５，９，２７～３０，３３，３４，３７） 

   イ 原告は，設立以来，自前の生産設備も薬品の検査及び解析設備も有して

おらず，Ａをはじめとする薬品メーカーの製品を，商社を介し又は介さず

に，関西地区の部品メーカー等に販売することを業としており，Ａの会社

案内（甲４）や製品カタログ（甲５）には，Ａの本社工場や事業部門の記

載と並んで「関西地区販売会社」として原告の名称が記載されていた。な

お，その他の地域への販売は，原告を介さず，Ａ自身が担当していた。（甲

４，５） 

  (5) リチウム電池用薬品について 

ア リチウム電池電解液は，リチウム電池の生産に用いられる薬品である。

リチウム電池は，ノートパソコンや携帯電話，液晶ディスプレイ，電気自

動車等に幅広く利用されるものである。なお，リチウム一次電池は，充電

不可能な電池であり，同二次電池は，充電可能な電池である。 

Ａは，１９７０年代からリチウム一次電池電解液の研究開発を始め，開

発に成功し，平成２年には，リチウム二次電池電解液の開発に世界で初め

て成功した。 

Ａは，本件原発事故によるＢ工場の操業停止まで，リチウム電池電解液

の全てをＢ工場で生産していた。 
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ある調査は，Ａを，リチウム二次電池電解液に関し，平成２１年の生産

量でみれば，国内第３位，世界第４位（シェア率１５．４％）の大手メー

カーと位置づけている。この調査は，幅広く情報を収集し，Ａの売上高の

推移等，Ｂ工場の停止やＣ工場の操業等の事実に符合しており，数字をそ

のまま採用できない部分はあるとしても，業界の動向を概ね正しく表して

いるといえる。 

リチウム二次電池電解液業界は，本件原発事故当時，大幅な拡大傾向に

あった。Ａも，平成２２年１１月までにリチウム電池電解液の増産を目的

としたＢ工場の設備工事を完了し，平成２３年度は生産量及び売上高の前

年度比の増加を見込んでいた。電解液は，発火の可能性などの弱点も有し，

改善のためのバージョンアップもされる。もっとも，本件原発事故当時，

リチウム電池電解液の旺盛な需要を見越した他業界からの新規参入も盛ん

となり，中国等外国のメーカーが売り上げを伸ばすなど，国内外のメーカ

ーによる競争は，熾烈さを増していた。（甲４，５，３３，３７～３９） 

   イ 原告の本件原発事故当時のリチウム電池電解液の主要な販売先は，Ｌ，

株式会社Ｑ（以下「Ｑ」という。）及びＲ株式会社（Ｒ’株式会社に対す

る取引を含む。以下「Ｒ」という。）であり，平成２２年１１月期におけ

る上記三社へのリチウム電池電解液の売上高（４億８１０４万１７６５円

＝３億８１１２万８２４０円＋３５４５万２１５０円＋６４４６万１３７

５円）が全売上高に占める割合は，５２．７％（＝４億８１０４万１７６

５円÷９億１３１４万４９３３円。小数第２位を四捨五入。）に上ってい

た。 

原告は，平成１３～１７年に，上記三社との間で秘密情報を第三者に開

示，漏洩しないこと等を内容とする取引基本契約をそれぞれ締結しており，

本件原発事故当時も，その効力を失わせるような措置は，執られていなか

った。そのため，本件原発事故当時の原告は，本件原発事故によりＡから
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リチウム電池電解液の製品供給を受けられなくなったとの一事から，直ち

に他のメーカー等による代替品の供給を受けることは，困難な状況にあっ

た。（甲９，２７～３０） 

   ウ Ａは，本件原発事故によりＢ工場の操業ができなくなり，かつ，Ｄ工場

にはリチウム電池電解液の生産設備がなかったため，本件原発事故後，リ

チウム電池電解液を生産できなくなった。 

     原告は，Ｌとの間においては，リチウム一次電池電解液について，本件

原発事故以前には，毎月１０００万円程度の売上げがあったものの，本件

原発事故後には，少数の他社製品をＡから購入して転売することができた

にとどまり，売上額も毎月１００万円～２００万円程度にとどまった。ま

た，Ｌ向けのリチウム二次電池電解液について，本件原発事故以前は，多

い月で約３０００万円程度もの売上げがあったものの，本件原発事故後は，

Ａの担当者が，原告を介さず直接連絡を取った結果，他の薬品メーカーの

製品を供給することとなり，原告の介在する取引は，なくなった。 

     原告とＱ及びＲとの間においては，本件原発事故以前は，リチウム二次

電池電解液を継続的に販売していたものの，本件原発事故後は，一部につ

いて他社製品を転売することができたにとどまり，その他の製品の取引は，

なくなった。（甲２６） 

  (6) コンデンサ用薬品について 

   ア コンデンサ用薬品は，コンデンサの電気特性を左右する高純度電解質で

ある。コンデンサは，家電製品から航空機に至るまで，あらゆるエレクト

ロニクス製品に用いられる部品である。Ａは，国内屈指の電解質メーカー

として，コンデンサ用の高純度電解質を生産していた。 

本件原発事故当時の原告のコンデンサ用薬品の主要な販売先は，Ｋ，Ｓ

及びＴであった。平成２２年１１月期においては，上記三社へのコンデン

サ用薬品の売上高は，約１億５０００万円であり，総売上高約９億１３１
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４万円の約１６％を占めていた。うち，Ｋに対するＡ製品の売上げは，１

億円近く，その８割以上は，Ｂ工場で生産される製品であった。（甲２，

４，５，２６，３３） 

   イ 本件原発事故によるＢ工場の操業停止により，原告と前記三社との間の

取引のうち，Ｂ工場で製造していた製品の売買がなくなり，Ｄ工場の製品

の売買が若干継続したにとどまったが，Ｋは，一部のＤ工場製品について

もＡとの取引をやめた。前記三社とも，Ｂ工場で製造していた製品につい

ては，Ａ以外のメーカーの製品を仕入れるようになり，Ｋは，Ａが他社製

品を仕入れて転売しようとした製品についても，Ａ及び原告に発注しなく

なった。原告もまた，そのような転売では利益が得られないから取引を続

ける意味は乏しいと考えた。なお，Ａ自身の取引先に対するコンデンサ用

薬品の供給については，Ｄ工場での代替生産を直ちに開始し，かつ，休日

返上で最大限の対応を行った結果，全ての取引先に対し，約定期日に約定

の製品が供給され，取引先の工場の操業停止を免れた。（甲２６，３３） 

  (7) 原子力産業用薬品について 

   ア 原告は，Ａが製造する原子力産業用薬品を販売しており，その半分程度

は，Ｂ工場で生産していた原子力発電所の原子炉用高純度ホウ酸（以下「Ｕ

ホウ酸」という。）である。 

Ｕホウ酸は，本件原発事故当時，国内の多くの加圧水型原子炉で使用さ

れており，原告は，関西地区で加圧水型原子炉を有する全電力会社（Ｕ１

株式会社，Ｕ２株式会社，Ｕ３株式会社及びＵ４株式会社）に対し，商社を

介するなどして，長年にわたり，Ｕホウ酸を販売していた。各電力会社で

は，厳格な品位基準を設けており，それらの基準に適合しうるホウ酸を生

産していたのは，Ａ以外には世界的にも２社（イタリアの会社及びフラン

スの会社。以下，両社の製品をそれぞれ「イタリア社製品」，「フランス

社製品」という。）のみであった。そして，Ｕ４株式会社は，平成１９年に
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原子炉用ホウ酸の代替品の調査を行い，その際に品位基準を満たしたイタ

リア社製品（原告以外の商社が取り扱っていた。）を，Ｕホウ酸の代替品

としてリストアップしていた。 

原告におけるＵホウ酸の売上高は，平成２２年１１月期で合計３４６６

万９２２０円であった。（甲１７，２６） 

   イ 原告は，本件原発事故後，Ｂ工場でＵホウ酸を生産，出荷できず，Ｄ工

場での生産もできないため，多大の労力を費やし，代替品としてフランス

社製品を輸入して供給したが，やがて，Ｕ１株式会社がフランス社製品につ

き品位基準を満たさないと判断したことなどから，他の商社が輸入するイ

タリア社製品が優勢となり，平成２３年７月以降，Ｕホウ酸及びその代替

品の取引は，なくなった。（甲１７，２６） 

  (8) 試薬等その他の原告の販売品について 

ア 試薬は，医薬品及び新素材の開発及び実験に不可欠な薬品である。Ａは，

日本工業規格で標準物質（化学反応の基準となる薬品のこと）と定められ

た１１品目のうち３品目を製造していた（なお，原告がＶ１及びＶ２向けに

納入していたとする試薬が，Ａの独占製品であったことを認めるに足りる

的確な証拠はない。）。原告は，本件原発事故以前，原告の販売先に対し，

Ｂ工場製の試薬等を，継続的に販売してきたものの，それらの取引は，本

件原発事故後にはなくなった。（甲４，５，７，２６） 

   イ 原告が販売する製品には，Ａが製造する前記(5)～(7)及び(8)ア以外の製

品並びにＡ以外の業者から仕入れた製品があったが，業者の中には，原告

がＡとの取引をやめたことから，原告の信用に不安を感じ，原告に製品を

卸さなくなったものもあった。（甲２６） 

(9) 本件合意解約の経緯及びその後の状況等 

ア Ａは，遅くとも本件合意解約時までには，Ｂ工場に代わる新工場の建設

計画を立てていた。原告は，本件合意解約以前に，Ａに対し，Ｂ工場に代
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わる新工場の建設計画の有無，計画内容等について，再三再四問い合わせ

たものの，Ａは，原告に対し，計画の有無すら明確に回答しなかった。 

また，平成２３年３月末時点において，原告のＡに対する買掛金債務は，

約束手形による支払を含めて約１億８５００万円に上っており，原告は，

債務超過ではないが，取引先に対する納入済の商品に関する売掛金の回収

のみでは前記買掛金債務を支払えない状況にあった。原告は，Ａに対し，

前記買掛金債務の支払猶予を嘆願したものの，Ａは，原告に対し，約定ど

おりの履行を求めた。（甲２，３３） 

   イ 平成２３年６月頃，原告は，将来の収益見通しが立たないことやＡに対

する買掛金債務の履行が困難となっていること等を踏まえ，Ａとの独占販

売関係の解約を決めた。 

原告は，同月，Ａとの間で，原告とＡとの独占販売契約を同月末日の経

過をもって解約する旨合意し（本件合意解約），原告の同年７月以降のＡ

製品に関する受注分はＡにほぼ引き継ぎ，原告がＡに差し入れた保証金及

びその利息（前記(2)参照）は前記買掛金債務と対当額で相殺し，原告の事

業を終了させることとした。（甲１４） 

ウ 原告は，平成２３年７月頃，Ａとの取引を終えた。 

その後，原告は，平成２４年６月頃まで，Ａ以外の会社との間で，Ａ以

外の製品に関し，従前からの取引をわずかに続けたのみで，新たな取引や

事業を開始することはなかった。 

原告は，平成２３年６月及び同年９月に，２名いた事務担当従業員をそ

れぞれ１名ずつ解雇した。また，Ｅは，同年１２月１５日，原告の代表取

締役を退任した。 

  原告は，販売先からの売掛金の回収，役員を被保険者とする生命保険の

解約や役員からの借入等により資金をねん出し，Ａに対し，買掛金債務の

相当部分を支払った。Ａは，平成２４年１月下旬頃になって，ようやく，



23 

原告から受領していた保証金及びその利息の合計約５３００万円と原告に

対する売掛金債権（原告からみれば，前記買掛金債務）等とを対当額で相

殺し，原告に対し，残額約３６００万円を返還した。 

  原告とＡの株式の相互持合い関係は，弁護士に委任しての交渉を経て，

平成２４年１０月頃，相手方の保有する株式をそれぞれ買い取り解消した。

（甲２６，４６） 

   エ 前記ア～ウに関し，原告は，平成２２年１１月期及び平成２３年１１月

期末，次のとおり資産及び負債を有していた。これらの資産及び負債は，

前記各期末の資産及び負債総額の，それぞれ大半を占める。 

           平成２２年１１月期     平成２３年１１月期 

    買掛金  １億００８４万４２４６円    １６１９万５６２６円 

    支払手形 １億３５０２万３３１１円    １５５１万３４３７円 

    借入金  １億３６１８万５０００円  １億４８５６万９０００円 

    売掛金    ５６７１万３３８４円      ９１万３０１８円 

    受取手形   ９３０５万６８０２円     １９６万８４３５円 

    貸付金    ３６９２万２４２８円    ３６９２万２４２８円 

    預金     ７７０８万９４２５円    ８１５４万９５５１円 

    現金       ２５万９５９７円      ２１万６７９９円 

    投資有価証券  ７０５万１６７５円     ７０５万１６７５円 

    差入保証金  ５２１４万９２１６円    ５２７４万９２１６円 

    保険積立金  ７０１８万９６５６円    １７３７万７２３２円 

（甲２，３３） 

(10) Ｃ工場の建設等 

ア Ａは，平成２３年７月２６日，Ｂ工場に代わる新工場の建設用地を購入

し，同年８月１０日，新工場となるＣ工場の建設を公表した。その計画で

は，Ｃ工場は，平成２４年４月に稼働を開始し，稼働当初の生産能力は，
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Ｂ工場の８割程度となる予定であった。（甲１２） 

   イ Ａは，平成２４年４月２３日，Ｃ工場の操業を開始し，リチウム電池電

解液，コンデンサ用薬品等の生産を開始した。Ａの平成２１年から平成２

４年までの間のリチウム二次電池電解液の生産量及び売上高は，平成２３

年には，前年までの水準より大幅に減少し，平成２４年には，平成２３年

に比べてかなり増加したものの，平成２２年までの水準には大きく及ばな

かった。（甲３３，３７～３９） 

  (11) Ａの経営状況 

Ａの平成２０年～平成２５年の各１１月期の売上高，営業利益，経常利益

及び純益は，それぞれ次表のとおりであった（百万円未満切捨て）。 

 平成２０

年１１月

期 

平成２１

年１１月

期 

平成２２

年１１月

期 

平成２３

年１１月

期 

平成２４

年１１月

期 

平成２５

年１１月

期 

売上高 ８１億１

０００万

円 

５５億３

８００万

円 

７７億０

８００万

円 

４８億８

６００万

円 

３９億４

３００万

円 

３３億１

７００万

円 

営業利

益 

１３億４

１００万

円 

５億８６

００万円 

１２億６

５００万

円 

４億６８

００万円 

－６億７

７００万

円 

－８億４

６００万

円 

経常利

益 

１４億３

４００万

円 

５億８９

００万円 

１２億９

３００万

円 

５億２９

００万円 

－６億９

１００万

円 

－６億８

１００万

円 

純益 ８億１６

００万円 

３億０８

００万円 

７億７１

００万円 

－４７０

０万円 

２億４０

００万円 

不明 

  平成２３年１１月期に売上高が大きく落ち込んだ理由は，本件原発事故に

よるＢ工場の操業停止の影響のほか，同年秋頃のタイの洪水被害，欧州にお
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ける債務危機の深刻化及び歴史的な円高による世界的な需要急減の影響もあ

った。（甲３３，３４） 

(12) 原告の経営状況 

ア 原告の平成２０年～平成２４年の各１１月期の売上高，仕入高，粗利益，

販売費及び一般管理費（以下「販管費」という。）並びに営業利益は，そ

れぞれ次表のとおりであった（平成２２年１１月期の売上高及び仕入高以

外は，１万円未満切捨て。）。 

 平成２０年

１１月期 

平成２１年

１１月期 

平成２２年

１１月期 

平成２３年

１１月期 

平成２４年

１１月期 

売上高 １２億８１

９３万円 

８億１９７

９万円 

９億１３１

４万４９３

３円 

３億１９２

４万円 

約６５０万

円 

仕入高 １２億００

４６万円 

７億６７６

３万円 

８億５９６

９万２２２

４円 

２億９６５

５万円 

不明 

粗利益 ８１４６万

円 

５２１６万

円 

５３４５万

円 

２２６８万

円 

不明 

販管費 ７１９３万

円 

６８５４万

円 

６５７８万

円 

４９８６万

円 

不明 

営業利

益 

９５３万円 －１６３８

万円 

－１２３３

万円 

－２７１７

万円 

不明 

原告の平成２３年１１月期の売上高のうち，平成２２年１２月～平成２

３年２月の売上高は，１億５９６６万円，同年３月の売上高は，３０７９

万円，同年４月～同年１１月の売上高は，１億２８７８万円であった（１

万円未満切捨て。なお，同年３月の売上高を，本件原発事故日を境に，日

数で按分すると，同年３月１日から同月１０日までの売上高が９９３万円，
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同月１１日から同月３１日までの売上高が２０８６万円となる。）。 

     また，原告の平成２４年１１月期の売上高について，原告は，平成２３

年１２月から平成２４年６月頃までの間に約６５０万円を売り上げ，同年

７月頃以降は休眠状態にある。（甲２） 

   イ 原告の平成２２年１１月期及び平成２３年１１月期における販管費の内

訳は，次表のとおりであった。（甲２） 

 平成２２年１１月期 平成２３年１１月期 

給与手当 ３５６２万５０００円 ２６０４万００００円 

退職共済掛金 １４４万００００円 ４２万００００円 

退職金  ５３万００００円 

福利厚生費 ３５３万２１８３円 ３１２万４０８７円 

旅費交通費 ４６３万３５８９円 ５２０万００８１円 

通信費 １２６万１９８９円 １０７万９３１２円 

交際費 ２３５万０７２２円 １２６万１５７８円 

減価償却費 ７万６４７６円 ５万５３８８円 

地代家賃 ２０８万７２８２円 ２１８万２８６０円 

保険料 ４２８万３４３２円 １７３万１１８５円 

水道光熱費 ３３万９７９３円 １１万０１９８円 

消耗品費 ３２４万６３９０円 １３３万７６５４円 

租税公課 ４３万１８３６円 ２９万９０３５円 

リース料 ３３５万２８００円 ３１７万７０００円 

支払手数料 ８０万００００円 １２９万９０００円 

会費会議費 ２１９万２０３６円 １２２万５０４２円 

雑費 １３万２１９４円 ７９万３８１２円 

合計 ６５７８万５７２２円 ４９８６万６２３２円 
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ウ 原告の平成２２年１１月期及び平成２３年１１月期におけるＡ製品及び

そのうちＢ工場製品の売上高は，それぞれ次のとおりであった（１万円未

満切捨て。なお，前者が上段の数字，後者が下段の数字であり，かっこ内

の割合は，原告の総売上高に占める割合で小数第２位を四捨五入したもの

である。）。（甲２，２６） 

     平成２２年１１月期 ８億７０７６万円（９５．４％） 

７億４１１４万円（８１．２％）  

平成２３年１１月期 ２億８４５２万円（８９．１％）   

         １億４８０５万円（４６．４％） 

２ 判断 

(1) 相当因果関係の有無 

   ア 原賠法３条１項本文は，原子力事業者が，その原子炉の運転等により生

じた原子力損害を賠償すべき旨規定するが，原子炉の運転等と原子力損害

との間の因果関係あるいは賠償の範囲について，原賠法には民法と異なる

特段の定めが見当たらないから，民法上の不法行為と別異に解すべき理由

はないといえる。民法４１６条を類推適用し，原子力事業者である被告は，

原賠法３条１項本文に基づき，第一次被害か間接被害かを問わず，原子炉

の運転等の際に生じた本件原発事故と相当因果関係のある原子力損害を賠

償すべき責任を負うものと解すべきである。 

   イ 原告は，実質的にはＡの販売部門であり，本件原発事故により，直接，

原子力損害を被った者に当たり，当然に本件原発事故と原告の被った損害

との間には相当因果関係が認められると主張する。 

しかし，認定事実（前提事実を含む。以下同じ。）によれば，原告とＡ

は，形式的に別個の法人であることはもちろん，原告は，割合としては少

ないものの，Ａと関連のない取引も行っている。さらに，本件原発事故後

のＡの原告に対する対応，具体的には，Ａが原告に新工場の建設予定を教
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えず，売掛金債務の支払猶予も認めなかったなどの対応からは，Ａが原告

をＡの販売部門として扱っているとか，Ａと原告が企業体として一体であ

るとは評価できない。Ａと原告とが実質的にも別個の法人であることは，

明らかである。 

したがって，原告が実質的にＡの販売部門であるとは評価できず，原告

は，本件原発事故により直接原子力損害を被った者に当たらない。本件原

発事故と原告の被った損害との間には，第一次被害を理由とする相当因果

関係は認められず，原告の上記主張は，採用できない。原告は，積極的債

権侵害とも主張するが，この主張は，原告とＡの独占販売契約による利益

を長期にわたり侵害されたとの主張，すなわち間接被害の主張を積極的債

権侵害と言い換えたにすぎず，前記判断を左右し得ない。 

ウ 原告は，原告が受けた損害が間接被害であるとしても，本件原発事故と

原告の被った損害との間に相当因果関係があると主張する。 

認定事実によれば，Ａは世界でも有数の高純度化学薬品メーカーであり，

技術力の面で競合他社は国内では限られていた上，その製品の多くは，「留

め型製品」であり，Ａからの供給が途絶えたからといって，原告において

直ちに他の薬品メーカーから代替品を仕入れることのできないものであっ

た。Ｕホウ酸については，原告が納入する電力会社の要求を満たす代替品

は国内にはなく，海外にも最終的に１社（イタリア社製品）しかなく，し

かも，他の商社がその製品を既に取り扱っていたというのである。これら

からは，原告が，少なくとも本件原発事故後一定期間において，実際に受

注した取引以外に，代替品を販売することはできなかったことが認められ

る。 

また，原告は，長年にわたりＡの製品の関西地区における独占販売会社

として営業を続けてきており，原告の売上高に占めるＡ製品の割合は約９

割以上に上っていたこと，Ａが原告の業務体制及び財務状況等に強い関心
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を有する等，両者間には業務上及び経済上の緊密な関係があり，役員及び

株式に関する相互関係も存在したことが認められる。これらからは，原告

とＡは，企業体として一体とは認められず，後記のとおり独占販売契約が

継続し得るかに疑問はあったものの，両者の関係は非常に緊密かつ特殊な

関係にあったと評価できる。 

このように，製品の特性上，原告がＡ以外の他社から直ちに代替品を入

手して原告の取引先に販売することができず，原告がＡと非常に緊密かつ

特殊な関係にあったとの特殊な状況下においては，本件原発事故により，

Ａからの製品の供給が途絶えたことによる原告の一定期間における逸失利

益相当額の損害は，本件原発事故と相当因果関係のある損害に当たるとい

うべきである。 

なお，後記のとおり，原告はＡに対し本件覚書で約した財務状況の改善

をなしえていないが，このことから直ちに本件原発事故と一定期間におけ

る独占販売契約の継続との条件関係が否定されるとはいえない。 

これに対し，被告は，本件にも最高裁昭和４３年判決等の法理があては

まり，経済的一体性や，取引信用保険の利用等のリスク分散措置を要件と

する旨主張するが，本件と同判決等は事案を大きく異にするから，同判決

等を根拠に本件の間接被害における相当因果関係を全面的に否定すること

はできない。 

また，被告は，原告主張の損害は，原告がＡと独占販売契約を締結する

という経営判断の結果であり，原告は損害を甘受すべきであると主張する。

しかし，本件原発事故による損害は，その内容からみて，通常の経済活動

において，独占販売契約を締結することによって生じ得る危険として予測

可能性があるものとはいえない。被告は，一定の危険を有する原子炉を運

転する事業者として，本件原発事故の発生を防止する義務を負っていたの

であるから，その立場からは，原告に対し，本件原発事故による危険を予
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め完全に回避する措置を執るべきであったとはいえず，損害の公平な分担

の見地からみて，本件原発事故による損害を原告が全て負担すべきである

とはいえない。 

さらに，被告は，原告は，ＡのＤ工場での代替生産や他社製品の転売の

措置により本件原発事故による損害を回避できたため，相当因果関係は認

められない旨主張する。しかし，認定事実によれば，Ｄ工場の設備状況な

いし生産能力の問題から相当数のＢ工場の製品が生産中止を余儀なくされ

たのであり，Ｄ工場での代替生産や他社製品の転売は多くなく，他社製品

の転売を決めた製品についても，本件原発事故後の一時的な取引にとどま

ったことが認められるから，被告の主張するような措置によって，原告の

損害を全て回避することはできなかったと認めるのが相当である。 

     なお，被告は，相当因果関係がないという根拠として，本件合意解約が

原告の経営判断であること，Ａの債務不履行行為が介在すること，及び原

告がそれに不服を述べていないことを挙げる。しかし，これらは，後記(2)

のとおり本件合意解約に相当因果関係の範囲を限定する要素があるが，本

件原発事故がなければＢ工場からの出荷停止による原告の収入喪失はなか

ったという条件関係を全面的に否定するものではなく，その他損害賠償請

求につき全面的に相当因果関係がないとさせるような根拠は見出しがた

い。 

したがって，相当因果関係を全面的に否定する被告の主張は，いずれも

採用できない。 

  (2) 相当因果関係の範囲 

    原告は，本件原発事故がなければ，少なくとも平成２８年１１月３０日ま

で約５年９か月間，本件原発事故以前と同様の収入が得られた蓋然性が高い

と主張し，損害軽減等義務を争う。被告は，本件合意解約，原告がＡの債務

不履行行為に不服を述べていないこと及び原告の休眠を指摘して，損害軽減
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等義務による相当因果関係の制約を主張する。 

   ア 本件合意解約について 

     認定事実によれば，Ａは，本件原発事故後も，Ｄ工場を活用し，自らの

コンデンサ用薬品の納入先には操業停止が起きないようにしたほか，本件

原発事故の約１年１か月後には，Ｃ工場の操業を開始した。本件全証拠に

よっても，Ａの技術や仕様が，本件原発事故後，競合メーカーに完全に流

出したとは認められない。Ａにおける平成２５年１１月期の売上高は，回

復していないけれども，Ａの技術力や商品のバージョンアップの可能性を

も考慮すれば，Ａとの独占販売契約を継続することにより，本件原発事故

後５年以内には相当の売上げを回復することが合理的に期待できたという

べきであり，原告は，本件合意解約により損害を拡大させたものと評価す

べきである。 

     原告は，独占販売契約は形骸化しており，原告は当時の状況から本件合

意解約を余儀なくされたものであると主張する。 

     しかし，認定事実によれば，原告も，Ａが他社から購入した製品を転売

するのでは利益が得られず取引を継続する意義が乏しいと考えたのであ

り，Ａからの売掛金支払要求に苦慮したとはいえ，預託した保証金のうち

３６００万円が返還されたこと，すなわち前記売掛金を相当程度減少させ

たことからすれば，本件合意解約が不可避であったとまでは断定できず，

本件合意解約には原告の経営判断といえる部分がなかったとまではいえな

い。また，本件合意解約に至ったのは，後記のとおり，本件原発事故当時，

原告がＡと良好な関係を保てていなかったことにも一因があるといえる。

独占販売契約の継続に困難な面があったとしても，それは原告にも責任が

あり，本件合意解約が第三者からみれば合理的な行動であるとは考えられ

ず，被告との関係において，損害軽減等義務が左右されるとはいえない。 

     すなわち，認定事実によれば，原告は，Ａに対し，本件覚書において，
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取得利益をもって社内留保の強化に努め，資金力の増加によってＡに資金

依存する体質から脱却するよう努力することを約していた。本件覚書にお

いては，原告は，顧客に対する代価が回収できてからＡに決済することと

されており，このとおりであれば，基本的には，粗利益は，特に原告の顧

客からの現金払であれば，確実に原告の手元に残り，そこから販管費を支

払っていくことができると考えられる。ところが，原告は，平成２１年１

１月期及び平成２２年１１月期に連続して最終損益の赤字を計上し，本件

原発事故当時においても，既存の売掛金回収により支払えない多額の買掛

金債務を負担しており，Ａの製品の販売以外の業務も，開拓できていたと

はいえなかった。そうすると，原告の資金力の増加は不十分であり，依然

としてＡに資金依存する体質から脱却することがなかったといえる。認定

事実によれば，Ａ自身，関東以東の顧客への販売を自ら行っていたのであ

るから，製品販売のノウハウがなかったとはいえず，Ａからみれば，原告

に粗利益を取得させる合理的理由が見出しがたいともいえる。 

 このような状況下において，本件原発事故後，Ａが，原告に対し，新工

場の建設計画の有無すら明確に回答しなかったことや，原告からの売掛金

債務の支払猶予の嘆願に一切応じなかったこと等からみると，原告が，Ａ

と，本件原発事故当時，良好な関係を保てていたとは評価できない。 

   イ 原告が不服を述べなかったことについて 

     前記認定のとおり，原告が，本件原発事故後，取引先に対し，Ａの製品

供給ができなくなり，原告に代替品を供給する能力等はない以上，当時の

状況下において，Ａが他の薬品メーカーの製品を原告の取引先に販売する

ことは，原告の取引先の維持，確保のために，必ずしもマイナスとはいえ

ない面があり，原告がこれを黙認したことをもって，原告の独占販売権の

侵害を放置したとは評価できない。不服を述べないとの原告の対応を相当

因果関係の範囲を限定する根拠とすることはできない。 
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   ウ 原告の休眠について 

     原告は，本件合意解約後も，従前からの薬品メーカーとの取引をわずか

に続けたのみで，平成２４年１月に相殺後の保証金約３６００万円を受け

取った後にも，原告として何ら新たな取引ないし事業（以下「事業等」と

いう。）を開始していない。原告は，本件原発事故後，Ａから，Ｂ工場で

製造される商品の多くにつき供給を受けられなくなったのであるから，企

業として新たな事業等を模索せざるを得ないと考えられる。そして，原告

がＡの子会社とならずに独占販売契約を締結するということは，Ａに不測

の事態が発生した場合に他の事業への転換を含めた相応の対応を執る可能

性を選択することでもあったといえる。前記認定のとおり，本件原発事故

時の原告は，本件覚書を履行できておらず，Ａと良好な関係を保てていた

とは評価できないから，独占販売契約が継続しうるかについても疑問があ

る。また，認定事実からは，被告の原告に対する債務不履行があったとは

いえず，被告が故意又は重過失により原告の利益を侵害したということも

できない。このような原被告間の状況を考慮すると，原告がＡの独占販売

代理店以外の事業ができないことを当然の前提にするのは相当でなく，他

の事業等の実施により損害を軽減する義務を認めるのが相当である。 

     ただし，原告が，本件原発事故後のさまざまな対応に追われる中，直ち

に新たな事業等を開始し，収益を上げることは，本件解約後一定期間は実

際には困難であったと認めるのが相当である。したがって，本件原発事故

後，１年間程度については，原告の努力によって損害を軽減できた可能性

は極めて乏しいと認めるのが相当であり，この間に原告が新たな事業等を

模索しなかったことを，相当因果関係が認められる期間の算定に当たり考

慮することは，妥当ではない。 

   エ 原告の主張について 

原告は，経済的不法行為においては，被害者に損害軽減等義務はない旨
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主張するが，不法行為の被害者であっても，社会通念上，損害の回避又は

減少に向けた措置を執るべきことが合理的な行為として期待され得るか

ら，本件の事案を前提として，原告は，条理上，損害軽減等義務を負うと

いうべきである。原告の上記主張は，採用できない。 

オ 小括 

前記ア～ウの事情を総合考慮すれば，原告が被った逸失利益に関し，本

件原発事故と相当因果関係を有する期間は，本件原発事故日である平成２

３年３月１１日から，約１年間が経過した平成２４年３月３１日までの間

に限られるというべきである。なお，本件の事案を前提にしても，間接被

害者に長期間にわたる多大な損害が発生するということは，通常生じるこ

ととはいえず，損害賠償義務を負う者からみれば，その予見も困難といえ

る。この点からみても，相当因果関係を有する期間は前記のとおりと判断

すべきである。 

(3) 損害額の算定 

   ア 算定方法 

本件原発事故の被害を受けたのはＢ工場であるが，認定事実によれば，

Ｄ工場製品に関しても原告との取引をやめた業者やＡ以外の製品に関して

原告が取引できなくなったものもある。そして，それらについても本件原

発事故と相当因果関係があると認められる。そうすると，原告が受けた損

害の額は，原告が本件原発事故以後に得られたであろう売上高を基準に計

算した逸失利益といえるが，他方，本件原発事故後現に得たと考えられる

利益は，前記計算から控除するのが相当である。 

   イ 原告の平成２３年１１月期及び平成２４年１１月期の推定売上高 

Ａが，平成２２年１１月までにリチウム電池電解液の増産を目的とした

Ｂ工場の設備工事を完了させていたこと，Ａの高純度化学薬品には一定の

継続的需要があり，Ａの主力分野であったリチウム二次電池電解液業界が，
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本件原発事故当時，大幅な拡大傾向にあったこと等からは，本件原発事故

がなかった場合の原告の平成２３年１１月期及び平成２４年１１月期の売

上高が，本件原発事故以前と比較して極端に減少していたとは想定し難い。

他方，高純度化学薬品業界では，本件原発事故当時，新規参入企業も含め

た国内外のメーカーによる競争が激しさを増しており，継続的な取引先と

いえども必ずしも固定的なものではなく，また，平成２３年秋頃には，タ

イの洪水被害，欧州における債務危機の深刻化及び歴史的な円高による世

界的な需要急減もあったから，これらの影響も考慮しなくてはならない。 

したがって，本件原発事故がなかった場合の原告の平成２３年１１月期

及び平成２４年１１月期の推定売上高は，原告の平成２０年１１月期から

平成２２年１１月期までの売上高約８億２０００万円～約１２億８０００

万円から，上記消極的な要素を考慮して，やや控えめに算定し，いずれも

８億円と認めるのが相当である。 

   ウ 変動費の範囲 

原告の平成２３年１１月期及び平成２４年１１月期の売上高に占める仕

入高の割合については，直近である平成２２年１１月期が９４．１５％（＝

８億５９６９万２２２４円÷９億１３１４万４９３３円。小数点第３位を

四捨五入。）であることから，同様に９４．１５％と認める。 

また，Ａから仕入れた製品等を部品メーカー等に転売するという原告の

業態からすると，販管費のうちの相当部分は，売上高に伴って変動し又は

変動を要する変動費と認めるのが相当である。そして，販管費のうち保険

料については，役員を被保険者とする生命保険の保険料として，固定費と

扱い得るが，それ以外には，販管費の項目ごとの具体的な支出内容を認め

るに足りる的確な証拠はないから，保険料を除いては被告主張のとおり，

売上原価のほか，販管費のうち，役員及び従業員給与の差額分（９５８万

５０００円＝３５６２万５０００円－２６０４万００００円），退職共済
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掛金，福利厚生費，旅費交通費，通信費，交際費，水道光熱費，消耗品費，

租税公課，支払手数料，会費会議費及び雑費を，変動費として，売上高か

ら控除すべきである。それらの費用の合計額は，２９９４万５７３２円（＝

９５８万５０００円＋１４４万００００円＋３５３万２１８３円＋４６３

万３５８９円＋１２６万１９８９円＋２３５万０７２２円＋３３万９７９

３円＋３２４万６３９０円＋４３万１８３６円＋８０万００００円＋２１

９万２０３６円＋１３万２１９４円）であり，総売上高に占める割合は，

３．２８％（＝２９９４万５７３２円÷９億１３１４万４９３３円。小数

第３位を四捨五入。）となる。 

よって，原告の平成２３年１１月期及び平成２４年１１月期の総売上高

に占める変動費の割合も，平成２２年１１月期と同様に，３．２８％と認

める。 

これに対し，原告は，仕入費用のみが変動費であり，販管費は全て固定

費であると主張するが，前記判示に照らし，採用できない。 

エ 原告の平成２３年３月１１日から平成２４年３月３１日までの逸失利益 

原告が，平成２３年３月１１日から平成２４年３月３１日までの間（１

年と２１日間）に得ることができた逸失利益は，次式のとおり，２１７３

万９６７２円（１円未満切捨て）となる。 

８億円×（１－０．９４１５－０．０３２８）×（１＋２１／３６６）

＝２１７３万９６７２円 

   オ 原告が現に得た利益 

      原告の平成２３年３月分及び平成２３年１２月から平成２４年６月まで

の間の売上高につき，日又は月ごとの売上高を示す的確な証拠はなく，そ

れぞれ按分額を売り上げたものと推認せざるを得ない。よって，原告の平

成２３年３月１１日から同月３１日までの売上高は２０８６万円，平成２

３年１２月１日から平成２４年３月３１日までの売上高は，３７１万円（＝
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６５０万円×４／７。１万円未満切捨て。）と推認されるから，平成２３

年３月１１日から平成２４年３月３１日までの間に原告が現に得た営業利

益は，３９４万１０９５円（＝（２０８６万円＋１億２８７８万円＋３７

１万円）×（１－０．９４１５－０．０３２８））と推認される。 

   カ 小括 

     よって，原告の平成２３年３月１１日から平成２４年３月３１日までの

間の逸失利益は，１７７９万８５７７円（＝２１７３万９６７２円－３９

４万１０９５円）となる。 

原告の被った相当因果関係のある損害は，上記のとおりであり，これに

反する原告の主位的及び予備的主張は，いずれも採用できない。 

  (4) 過失相殺の可否 

原子力損害の賠償責任を規定する原賠法第２章（同法３～５条）は，これ

と矛盾しない民法上の損害賠償責任の規定を排除する趣旨には解されず，原

賠法３条１項本文に基づく責任についても，民法７２２条２項の適用がある

と解される。 

しかし，本件において，原告に過失相殺事由として考慮すべき事情は認め

られないから，過失相殺をしないこととするのが相当である。 

  (5) 弁護士費用 

弁護士費用は，事案の難易，請求額，認容額その他諸般の事情を斟酌し，

１８０万円をもって相当と認める。 

第４ 結論 

   以上によれば，原告の請求は，逸失利益１７７９万８５７７円及び弁護士費

用１８０万円の合計額１９５９万８５７７円及びこれに対する本件原発事故に

よるＢ工場の操業停止日である平成２３年３月１１日から支払済みまで年５分

の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し，その余

は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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